
第３回 本町通り商店街エリア ウォーカブル勉強会 

次第 

 

日時：令和６年５月２１日（火） 

１９：００～２０：３０ 

    場所：本町ベース（Web 併用） 

    

  

１．前回の振り返り 

 

  

２．愛知県岡崎市の事例紹介 

  岡崎市まちづくり推進課 

小林 氏 

 

 

３．生活社会実験について 

関市都市計画課 

    

４．今後の予定 



生活社会実験について

第3回本町通り商店街エリア
ウォーカブル勉強会

令和6年5月21日

関市都市計画課
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【市街地中心部の現況】

• 市街地中心部を回遊できる遊歩道整備を実施（令和3年度～令和7年度）

• 本町通り商店街の空き店舗を活用したマルシェの実施

• 新規出店により快適な生活環境の提供と地域活性化の加速

• 歩行者の利便増進を図るため、道路区域外に滞留施設を設置

【将来的な取組目標】

• 歩行者利便増進道路への指定によるにぎわい空間の創出

• 滞在快適性等向上区域を整備計画で位置づけ、官民一体による公共空間の創出

• 歩行者の安全性、快適性の向上を図る

【生活社会実験の目的】

• 公共空間利活用に対する地域住民の意識醸成

• 沿道環境の変化に伴う歩行者の行動変容調査

• 歩行者中心の道路空間再構築への課題検証、整備内容の検討（計画反映）

生活社会実験について【目的】





本町1丁目

本町2丁目

本町3丁目

本町4丁目

本町5丁目

本町6丁目
本町7丁目

：歩道等活用箇所
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至
関市役所

至
関駅

至
美濃加茂市

至
岐阜市

実施期間（予定）：令和6年5月31日（金）～令和6年7月31日まで2ヶ月間

生活社会実験について【実施予定箇所】



ベンチ① ベンチ② テーブル ストリートシェード

占用物
イメージ

寸法

設置方法
（案）

・軒先に保管
・使用時に移動
（可動タイプ）

・軒先に保管
・使用時に移動
（可動タイプ）

・市が保管
・使用時に設置
（着脱タイプ）

・私有地または歩道
に常設

利用方法
（案）

・時間帯利用
（平日）9時～21時
（休日）7時～21時

・時間帯利用
（平日）9時～21時
（休日）7時～21時

・曜日、時間帯利用
（曜日）金・土
（時間）17時～21時

・全時間帯

法令 • 道路法施行令
第16条の2第2号

• 道路法施行令
第16条の2第2号

• 道路法施行令
第16条の2第4号

• 道路法施行令
第16条の2第2号

備考 • 軒先または歩道幅
員が十分に確保さ
れる場合は、人工
芝により範囲を明
示しベンチを常設

• 軒先または歩道幅
員が十分に確保さ
れる場合は、人工
芝により範囲を明
示しベンチを常設

• 上野湯島ガイトウ
スタンド&テラス
社会実験事例あり

• 商店街所有の既存
照明柱に設置

• バス停付近（安桜
山公園前）に設置

• 社会実験後は撤去

W1495×D445×H440程度W745×D445×H450程度 （占用範囲内で設計） W2300×D1259×H2155
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※現時点のイメージ ※現時点のイメージ ※現時点のイメージ

生活社会実験について【占用物件の例】



人工芝 フラワーポット 看板 その他

占用物
イメージ

地元住民が既存利用
しているベンチ等を
想定

寸法 （占用範囲の寸法） （占用範囲の寸法） （占用範囲の寸法） （占用範囲の寸法）

設置方法
（案）

・市が保管
・ベンチに準ずる

・商店街等が設置 ・出店者が保管
・使用時に設置

・所有者が保管
・使用時に設置

利用方法
（案）

・沿道店舗の営業に
あわせ設置を想定

（食事施設の付属）

・全時間帯 ・店舗営業時間 ・時間帯利用
（平日）9時～21時
（休日）7時～21時

法令 • 道路法施行令
第16条の2第4号

• 道路法施行令
第16条の2第1号

• 道路法施行令
第16条の2第1号

• 道路法施行令
第16条の2第2号

備考 • 設置者が管理

出典：大垣市のほこみち事例
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生活社会実験について【占用物件の例】



本町1丁目エリア
〇エリア図 〇現況写真

〇横断面図

写真①
写真②

写真④

写真③

写真① 写真②

写真③ 写真④

：社会実験活用範囲
：歩道部
：軒先部
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：占用箇所（市）
：占用箇所（市・地域）
：軒先活用



本町2丁目エリア
〇エリア図 〇現況写真

〇横断面図

写真① 写真②

写真③ 写真④

：社会実験活用範囲
：歩道部
：軒先部

写真①

写真②

写真④
写真③
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：占用箇所（市）
：占用箇所（市・地域）
：軒先活用



本町3丁目エリア
〇エリア図 〇現況写真

〇横断面図

写真① 写真②

写真③

：社会実験活用範囲
：歩道部
：軒先部

写真①

写真③

写真②
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：占用箇所（市）
：占用箇所（市・地域）
：軒先活用



本町4丁目エリア
〇エリア図 〇現況写真

〇横断面図

写真① 写真②

写真③

：社会実験活用範囲
：歩道部
：軒先部

写真①

写真③

写真②
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：占用箇所（市）
：占用箇所（市・地域）
：軒先活用



本町5丁目エリア
〇エリア図 〇現況写真

〇横断面図

写真① 写真②

写真③

：社会実験活用範囲
：歩道部
：軒先部

写真④

写真①

写真②
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写真④

写真③

：占用箇所（市）
：占用箇所（市・地域）
：軒先活用



本町6丁目エリア
〇エリア図 〇現況写真

〇横断面図

写真① 写真②

写真① 写真②

：社会実験活用範囲
：歩道部
：軒先部
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：占用箇所（市）
：占用箇所（市・地域）
：軒先活用



本町7丁目エリア
〇エリア図 〇現況写真

〇横断面図

写真① 写真②

写真③ 写真④

写真①

写真③

写真②

写真④

：社会実験活用範囲
：歩道部
：軒先部
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：占用箇所（市）
：占用箇所（市・地域）
：軒先活用
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ワークショップ

 本町通りの道路、交通、店舗立地など
生活する上で課題に感じることは？

 こんな利用ができそう！
こんな利用を実験期間中にしてみたい！

例）・交通量が多く、地域住民が安心して通行できない。
・アーケードがなくなり、歩道が滑りやすい。
・タイルが劣化していて、歩きにくい。
・駐車場が点在していて、分かりにくい。
・荷捌きスペースがあるといいのでは。

例）・飲食をしてみたい。
・井戸端会議をしたい。
・この場所なら、ベンチや看板が出せる。
・普段、こんな人たちが利用している。



今後の予定

第2回本町通り商店街エリア
ウォーカブル勉強会
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４．次回のご案内

第４回ウォーカブル勉強会

・日時：6月下旬（調整中）

・場所：本町BASE

※内容が変更になる場合があります。
※オンライン併用で開催します。
※市HPおよび案内文書でお知らせします。

【内容】
①大垣市の事例紹介
（講師：大垣市都市計画課 安藤様）
②セキ日和の報告
③生活社会実験の経過報告、意見交換


